
スペースデブリに関する関係府省等タスクフォースの運営要領

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ４ 日 

内閣府特命担当大臣（宇宙政策） 

スペースデブリに関する関係府省等タスクフォース（以下「会議」と

いう。）の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、「スペー

スデブリに関する関係府省等タスクフォースの開催について」（平成31

年3月4日 内閣府特命担当大臣（宇宙政策）、内閣府特命担当大臣（科

学技術政策）、総務大臣、外務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国

土交通大臣、防衛大臣、環境大臣申合せ）に定めるもののほか、以下の

とおりとする。

１．会議及び議事要旨の公開について 

（１）会議の公表

会議は原則として公開とする。ただし、座長が非公開とすることが

適当であると認める案件については、非公開とすることができる。 

（２）議事要旨

会議の終了後、会議の議事要旨を作成し、構成員に諮った上でこれ

を公表する。ただし、１．（１）に基づき非公開とした案件の議事要

旨については、座長が非公表とすることが適当であると認める場合は

これを非公表とすることができる 

２．配付資料の公表について 

会議で配布された資料は、原則として、会議終了後速やかに公表す

る。ただし、１．（１）に基づき非公開とした案件の資料について

は、座長が非公表とすることが適当であると認める場合はこれを非公

表とすることができる。 
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